
平成２１年１２月 第１号 

１１月１５日中部自治会主催の「ごみの鉄人講座」が開催され、その概要は既に１１月の自治会だより

（平２１－７）で報告いたしましたが、ここでは会員の皆さまから寄せられた質問や要望を紹介します。 

これらの回答は、今後このニュースで紹介してまいりますが、別途回答集を自治会館に用意して、お渡し

しております。お申し出ください。 

これら要望に対しては、以下を中部自治会の対応といたします。 

ニュース１   １１月１５日（日）ごみの鉄人講座から 

 次号からは、紙、古布、プラスチックなどの資源物の行方を具体的に追うことで、「再資源化」を理解

し、会員の疑問を解決してまいります。  

この記事に対するご質問・ご意見は自治会までお願いします。 

 今年度、自治会の専門委員会として環境美化委員会が設置されました。これは会員から自治会への問合せや要望

が、「ごみ」に関するものが一番多かったことから、第３８回定時総会に提案され承認されたものです。そして６

回に及ぶ環境美化委員会の検討の結果、１１月１５日に「ごみの鉄人講座」が開催されました。 

 今後、この講座の内容を中心にした情報伝達と、会員の皆さまからの問合せや要望に対応するため、「環境美化

ニュース」を発行することとなりました。皆さまのご支援をお願い申し上げます。  

 

右の物は 

どう分けるの？ 

どう出すの？ 

いつ出すの？ 

：紙類 レシート シュレッダーした紙 お菓子の箱 包装紙 粉洗剤の紙容器 

 紙に貼ってあるシール 紙封筒の窓の透明セロファン アイスクリームの紙容器 

：サラダ油のボトル ＣＤのハードカバー 100円ショップで買ったプラスチックケース 

 プラスチック容器のよごれ 傘 古い洗剤の中身（粉・液体） ペンキの中身と缶 

：プリンターインクのカートリッジ スプレーの中身と缶 冬物の衣類 雨の日の古布 

 虫食いセーター  サプリメントのびん 飲み薬のびん ペットボトル 

集積場所など 

質問があります  

：黄色い網ネットに統一できませんか   通りがかりの人がごみを置いて良いの？ 

 分別違反で２０００円取られる？  戸別収集はしてくれますか？ 

：収集時間は統一できない？  収集時の分別チェックはするの？ 

 プラスチックを燃やしている？  ペットボトルは中国へ輸出？ 

 

マナー問題  

どうしたら 

良いの 

：行政はごみのマナー問題をもっと直接住民に指導して欲しい 

 ごみ集積場所のルールが守られていない  ごみ集積場所の掃除当番が決まっていない 

 プラごみも袋の口を閉じて出して欲しい  ごみは前日に出さないで欲しい 

 火曜日の「缶・びん・ペットボトル」と「紙」は分けて置いてほしい 

 紙おむつ（大人用）は必ずネットに入れて欲しい 

 あるごみ集積場所は汚く悪臭がする、何とかならないか 

要望 

質問 

１．ごみや資源物につきましては、市民は分別排出、行政は収集、企業は生産者責任と、法律によ

り役割が決められております。ごみ集積場所につきましても、収集までの管理は市民の役割です。

そして管理は自治会の班とは違う「ごみの班」単位となっているのが現状です。従って、これらの

ルール・マナーの問題は、「ごみの班」で話し合って対応することが原則となります。 

２．横浜市ではごみの出し方について、排出マナーの向上に向けて、パンフレットの配布やごみ出

しのルール（収集日以外や収集後にごみを出さないなど）を記載したマナー看板の設置及び、収集

車による広報等のＰＲを図っています。  なお、パンフレットおよびマナー看板については、収集

事務所からお渡しできますので、そちらへご連絡ください。 

なお、分別が守られていないなど皆さまで対応困難な問題があれば収集事務所へ連絡ください。 

３．自治会としても、班での話し合いの進め方や解決のヒントなど、相談に応じますので、お申し

出ください。お申し出者⇒自治会事務局⇒理事会⇒環境美化委員会のルートで、委員が直接お申し

出者に伺って相談させていただきます。 ＊近隣の方と相談なさることもお勧めいたします。 


